
登記の社長住所を非公開にできる制度創設 

 令和6年4月16日の商業登記規則等の一

部を改正する省令（令和６年法務省令第 28

号）により、代表取締役等住所非表示措置

が令和6年10月 1日から施行されることと

なりました。この措置は、株式会社の代表

取締役、代表執行役又は代表清算人（以下

「代表取締役等」といいます）の住所の一部

を登記事項証明書や登記事項要約書、登記

情報提供サービス（以下「登記事項証明書

等」といいます）に表示しないこととする

措置です。 

 平たくいうと、これまで登記簿謄本で表

示されていた社長の自宅住所を、一定の要

件の下、表示しないようにする制度です。

ただし、最小行政区画＝市区町村まで（東

京都においては特別区まで、指定都市にお

いては区まで）は記載されます。 

代表取締役等住所非表示措置の要件 

 代表取締役等住所非表示措置を講ずるこ

とを希望する者は、登記官に対してその旨

申し出る必要があります。この申出は、設

立の登記や代表取締役等の就任の登記、代

表取締役等の住所移転による変更の登記な

ど、代表取締役等の住所が登記されること

となる登記の申請と同時にする場合に限り

することができます。そのため、住所の非

表示だけを求めての申し出はできません。

なお、申し出に際しては、株式会社が受取

人として記載された書面がその本店の所在

場所に宛てて配達証明郵便により送付され

たことを証する書面等の添付が必要となり

ます。 

非表示のデメリットも事前考慮が必要です 

 代表取締役等住所非表示措置が講じられ

た場合には、登記事項証明書等によって会

社代表者の住所を証明することができない

こととなるため、金融機関から融資を受け

るに当たって不都合が生じたり、不動産取

引等に当たって必要な書類（会社の印鑑証

明書等）が増えたりするなど、一定の支障

が生じることが想定されます。 

そのため、代表取締役等住所非表示措置

の申出をする前に、このような影響があり

得ることについて、慎重かつ十分な検討が

必要です。 

顧問の税理士や司法書士などと今後の事

業展開とその際の非表示の影響をよく話し

合っての検討をお勧めします。 
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代表取締役等住所非表示措置の 

創設－10月から非公開可能に ! 

今回の法改正では、 

「株式会社」のみが対

象です。 


